
いじめの定義

「いじめ防止対策推進法」（平成 25年法律第 71号）（妙）
（定義）

第２条 この法律において「いじめ」とは、児童等

に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している

等当該児童等と一定の人的関係注１にある他の児童等が

行う心理的又は物理的な影響注２を与える行為（インタ

ーネットを通じて行われるものを含む。）であって、

当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じて

いるものをいう。

注１） 「一定の人的関係」とは，学校の内外を問わず，同じ学校・学級や部活動の児童生

徒や，塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団（グループ）な

ど，当該児童生徒と何らかの人的関係を指す。

注２） 「物理的な影響」とは，身体的な影響の他，金品をたかられたり，隠されたり，嫌

なことを無理やりさせられたりすることなどを意味する。けんかやふざけ合いであっ

ても，見えない所で被害が発生している場合もあるため，背景にある事情の調査を行

い，児童生徒の感じる被害性に着目し，いじめに該当するか否かを判断するものとす

る。

☆ いじめがあることを恥だと思わず，むしろ発見

した教師は評価されるべきであること。

☆ いじめの件数が少ないことのみをもって問題な

しとしないこと。

☆ 当事者だけでなく，いじめを見ていた子供から

も詳しく事情を聴き，実態をできるだけ正確に把

握する。

（「いじめ対策必携」鹿児島県教育委員会）


